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地下水の課題に取り組む地方公共団体の一助に！ 

～全国の地下水条例を詳細に分類・整理し、初めてとりまとめました～ 

○ 国土交通省では、水資源としての利用や過剰な地下水採取に起因する地盤沈下

のリスクなど、地域において、地下水の利用や課題等に取り組む「地下水マネジ

メント」の実施状況を把握するため、全国の地方公共団体の地下水保全や利用等

に関する条例の制定状況を調査したところ、平成３０年８月時点で、６０１の地

方公共団体において７４０条例が制定されていることが確認されました。  

〇 これらの条例は、その目的や規制の内容・水準など多岐にわたっており、これ

から地下水に関する条例の制定を含む「地下水マネジメント」に取り組む地方公

共団体にとって参考となるものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
※１ 地下水条例の調査結果は国土交通省のＨＰで掲載しています。 

http://www.mlit.go.jp/mizukokudo/mizsei/mizukokudo_mizsei_fr1_000038.html 
 
※２ 地下水マネジメントとは、地下水の利用や地下水に関する課題等について、地下水域を

共有する関係者間で、地域毎の共通認識の醸成や、地域社会における地下水の持続的な利
用や地下水挙動の実態把握とその分析、保全、涵養、採取等に関する地域における合意形
成やその内容を実施すること。 

 

 

 

（参考）都道府県条例の規制目的、対象別の条例制定状況 

 

国土交通省では、全国の地方公共団体が策定している地下水関係の条例を収集・整

理しホームページで公表しました※１。 
全国の地下水関係の条例の制定内容を詳細に分類・整理したのは初めてであり、こ

れから地下水に関する条例の制定を含む「地下水マネジメント」※２に取り組む地方公共

団体にとって参考となるものです。 


